
 

平川市農業委員会委員の選任に関する規則 

 

別表（第３条関係） 

区域 区域の範囲 

平賀 １ 柏木町、向陽、石郷 

平賀 ２ 岩館、大坊、原田、三町会 

平賀 ３ 荒田、小和森、本町、平成、光城、大光寺 

平賀 ４ 館田、苗生松、館山・松崎、松館、杉館、西の平 

平賀 ５ 沖館、新館、向野、藤野 

平賀 ６ 唐竹 

平賀 ７ 広船 

平賀 ８ 新屋、平田森 

平賀 ９ 尾崎 

平賀 10 町居、南田町 

平賀 11 小国、葛川、切明、平六、温川、井戸沢、大木平、一本木 

尾上 １ 金屋、南田中 

尾上 ２ 李平、高木、尾上、新屋町、南田 

尾上 ３ 猿賀、中佐渡、長田、みなみの 

尾上 ４ 八幡崎、日沼、蒲田、新山 

碇ヶ 関 
駅前、高田、山の上、下町、中央、上町、川向、三笠、 
いざよい、古懸、久吉、湯ノ沢 


